
教育委員会の権限事務に係る教育長の臨時代理（県議会議案「沖縄県立高

等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例」に対する意見）

総務課

１ 概 要

令和２年第６回沖縄県議会に知事が提出を予定している議案「沖縄県立高等学校等の

設置に関する条例の一部を改正する条例」に係る、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第29条の規定に基づく意見聴取に対する回答について、教育委員会会議を開催す

る時間的余裕がなかったことから、令和２年９月７日に「沖縄県教育委員会の議決事項

及び教育長に委任する事項等に関する規則」第７条第１項に基づき、教育長による臨時

代理により回答した。

２ 「沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例」案の概要

「沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例」案は、沖縄県立伊

良部高等学校の廃止及び沖縄県立はなさき支援学校を設置するため条例を改正する議案。

【改正案の内容】

⑴ 沖縄県立伊良部高等学校を廃止する。（別表１ 第２条関係）

⑵ 沖縄県立はなさき支援学校の名称及び位置を定める。（別表２ 第２条関係）

⑶ 条例の施行期日：令和３年４月１日

【説明】

⑴ 伊良部高等学校の廃止

県立伊良部高等学校は、平成31年沖縄県立高等学校入学者選抜から生徒募集を停

止し、在校生が卒業することなどから、県立伊良部高等学校を廃止する。

⑵ はなさき支援学校の設置

県立美咲特別支援学校はなさき分校の本校化により、学校長を配置し、学校の管

理体制の改善を図るため、県立はなさき支援学校を設置する。

３ 臨時代理した意見の内容

議案「沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例」は、沖縄県

立伊良部高等学校の廃止及び沖縄県立はなさき支援学校を設置するものであることか

ら、異議がない旨を回答した。
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提出議案の概要
【教育庁】

【議案名】

乙第３号議案 沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例

【議案提出の理由】

沖縄県立伊良部高等学校の廃止及び沖縄県立はなさき支援学校を設置するため

条例を改正する必要がある。

【議案の概要】

１ 沖縄県立伊良部高等学校を廃止する。（別表１ 第２条関係）

２ 沖縄県立はなさき支援学校の名称及び位置を定める。（別表２ 第２条関係）

３ 条例の施行期日：令和３年４月１日

【説明】

１ 伊良部高等学校の廃止

県立伊良部高等学校は、平成31年沖縄県立高等学校入学者選抜から生徒募集

を停止し、在校生が卒業することなどから、県立伊良部高等学校を廃止する。

２ はなさき支援学校の設置

県立美咲特別支援学校はなさき分校の本校化により、学校長を配置し、学校

の管理体制の改善を図るため、県立はなさき支援学校を設置する。

県立はなさき支援学校の概要
①対 象 等：県立美咲特別支援学校はなさき分校を本校化する。
②設置形態：単独型（知的障害教育校）
③設置場所：北中城村字屋宜原415番地（現分校所在地）
④設置学部：小学部、中学部、高等部（普通科）
⑤開校年度：令和３年４月
⑥通学区域：沖縄市の一部、北谷町、北中城村、宜野湾市の一部、中城村
⑦施設設備：現分校の施設設備を使用する。（体育館、プール、運動場、調理場は共用とする。）
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